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第１編  はじめに  

第１章  交通安全計画の策定について  

１  基本理念  

(1) 交通事故のない社会を目指して  

我が国は、長期の人口減少過程に入 っており、世界の中でも高い高齢  

化率となっています。このような時代変化を乗り越え、豊かで活力のあ

る社会を構築していく ためには、安全で安心して暮らすことができ、移

動することができる社会を実現する ことが重要です。  

これまで実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、 交通安全の  

確保に資する先端技術を積極的に取り入れた新たな時代における対策に  

取り組むことが必要であり、これにより究極的には交通事故のない交通  

安全社会を目指します。  

 

(2) 人優先の交通安全思想  

道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安  

全を、全ての交通については、 高齢者、障がい者、こども等の交通弱者

の安全を一層確保する必要があります。また、思いがけず交通事故被害

者等となった方に対して 、一人ひとりの状況に応じた支援が求められま

す。このような「人優先」の交通安全思想を基本とし 、あらゆる施策を

推進していきます。  

 

(3) 少子高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築  

道路交通については、高齢歩行者や自転車利用者の交通事故とともに 、  

高齢運転者による事故は、喫緊の課題です。また、地域で高齢者が自動

車に頼らずに自立的に日常生活を営むことができるようにすること も課

題となっています。全ての交通の分野で 、少子高齢化の進展に伴い生じ

うる、様々な交通安全の課題に向き合い 、解決していくことが不可欠と

なっており、そのため、先進技術を活用して移動の利便性向上に努めて

いかなくてはなりません。  

こどもから高齢者に至るまで安全に移動することができる社会 、さら

に、年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる 「共生

社会」を、交通に携わる関係者の連携によって、構築することを目指し

ます。  

２  交通安全計画策定の主旨  

「都道府県交通安全計画」は、都道府県において、「陸上交通の安全に  

関する施策を総合的かつ計画的に推進」するため、長期的な施策の大綱を  

定めるものです。この計画は、 交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110

号）の規定に基づき、その作成が都道府県交通安全対策会議（会長：都道  
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府県知事）に義務付けられています。  

長野県交通安全対策会議 では、長野県及び関係行政機関等が一体となって

県内の交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和 46 年 (1971

年 )以降、同法に基づき、５年ごと 11 次にわたり ｢長野県交通安全計画 ｣を策

定しきたところです。  

 

３  第 12 次長野県交通安全計画の策定  

  第 11 次長野県交通安全計画については 、令和７年度で終了することか  

ら、長野県交通安全対策会議は 、国の第 12 次交通安全基本計画に基づき 、  

人命尊重の理念に立ち、究極的には、交通事故のない安全で安心な長野県  

を実現していくため、 令和８年度から始まる第 12 次長野県交通安全計画を  

策定し、実効性のある対策を重点的、計画的に推進する ものです。  

 ※  この計画は、長野県及び長野県の区域を管轄する国の指定行政機関等  

が実施する陸上交通（道路交通、鉄道及び踏切）の安全に関する諸施策

の大綱を定めるものです。  

 ※  この計画の期間は、令和 ８年度から令和 12 年度までの５か年です。  

 ※  この計画は、市町村が作成する交通安全計画の指針となるものです。  

 ※  この計画は、交通安全に関する県民の行動指針として自助 、共助の取  

組を呼びかけるものです。  

 

４  計画推進に当たっての役割分担と連携強化  

交通事故の悲惨さを経験し、理解していている交通事故被害者等に参加  

・協働を求めるとともに、 行政のほか、学校、家庭、職場、交通関係団体、

企業等がそれぞれの責任を持ちつつ役割分担しながら連携し、県民が交通  

安活動に積極的に参加できるように交通安全対策を推進します。  
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第２編  道路交通の安全  

第１部  総論  

第１章  道路交通事故の現状等   

１  全国及び長野県における交通事故死者数の推移  

 

 

○  全国の交通事故による死者は、昭和 45 年（ 1970 年）に１万 6,765 人

に達しましたが、昭和 46 年以降減少に向かい、昭和 54 年（ 1979 年）

には 8,466 人とほぼ半減しました。令和 ７年（ 2025 年）においては、

3,000 人を下回り、ピーク時の５分の１以下となりました。  

○  長野県の交通事故による死者数は、昭和 47 年（ 1972 年）に 337 人に

達しましたが、その後減少に向かい、昭和 56 年（ 1981 年）には 150 人

とピーク時の半数以下となりました。  

○  その後増勢に転じ、平成４年（ 1992 年）には 254 人に達しました

が、翌年以降再び減少に転じ、令和７年（ 2025 年）の死者数は 44 人で

ピーク時の５分の１以下まで減少しています。  

  

２  長野県における近年の交通事故発生状況と交通死亡事故の特徴  

(1) 交通事故発生件数、死傷者数の推移  
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○  発生件数は、平成 17 年から 18 年連続で減少しましたが、令和 ５年は

増加し、令和６年から２年連続で減少しました。 負傷者数については平

成 25 年から 10 年連続で減少しましたが、令和５年に増加して以降、増

減を繰り返し、令和７年中は、 5,351 人となりました。死者数について

は、平成 29 年から５年連続で減少して、令和３年に目標を達成したほ

か、令和４年から増減を繰り返したものの、令和７年は再び減少して 44

人となり、第 11 次長野県交通安全計画の目標を達成することができまし

た。  

 

(2) 交通事故死者数・重傷者数の推移  

H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

死者数 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

重傷者数 734 730 724 646 526 492 476 511 545 522

重傷・死者数に占める

死者数の割合
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

発生件数 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482

負傷者数 10,326 9,726 8,818 7,559 5,756 5,696 5,611 5,951 6,005 5,351
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○  重傷者数は、平成 13 年から 14 年連続で減少しましたが、平成 27 年

に増加しました。その後、平成 28 年から７年連続で減少しましたが、

令和５年から再び増加し、第 11 次長野県交通安全計画の目標達成に至

りませんでした。  

○  県内の交通事故の発生件数や負傷者数の減少率に比べ、死者数や重

傷者数の減少率は低く、鈍化しています。また、重傷者・死者に占め  

る死者の割合は、８％前後で推移しており、重傷者が発生する事故防止

の取組が、死者数の減少につながると考えています。  

 

３  交通事故の特徴  

(1) 高齢者事故の推移  

ア  高齢者人口の推移  

県内における 65 歳以上の高齢者人口は、令和 ７年 10 月現在、約 64

万 4000 人で全人口の約 33％を占め、 10 年前の約 30％から３ポイント

上昇しており、今後も更に高齢化が進むと予想されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  高齢運転免許所持者の推移  

全免許所持者数（県の免許人口）が平成 26 年から減少が始まってい

る中、高齢化の進行に伴い、高齢者の免許所持者は年々増加し 、県の  

   免許人口に占める割合が増え、令和 ７年には約 31.8％までになりまし

た。今後も、この割合は上昇を続ける見込みです。  

 

    

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

県人口(千人) 2,088 2,076 2,064 2,050 2,048 2,033 2,021 2,005 1,989 1,972

高齢者(千人) 635 641 645 648 647 649 649 647 645 644
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ウ  高齢者交通事故の発生推移  

長野県内における人身事故の発生件数は、年々減少傾向で推移してい

ますが、高齢者が関与する交通事故及び高齢運転者による交通事故の全

事故に占める割合は、近年微増している傾向にあります。  

 

 

 

 

交通事故死者についても、全死者数の減少に比べて高齢死者の減少幅  

は少なく、全交通事故に占める高齢死者の割合は近年 10 年を見ても半数

以上を占めており、高比率のまま高止まりの状況にあります。  

 

※ 高 齢 運 転 者 事 故 は 、 高 齢 者 が 第 １ 当 事 者 と な っ た 事 故 を 示 す 。  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人身事故(件数) 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482
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エ  高齢者事故の特徴  

 (ｱ) 歩行時における事故  

 近年の高齢歩行者の死亡事故の発生場所を自宅からの距離別で見る

と、多くは 500ｍ以下の近所で発生しており、横断歩道 上を含め、道路

横断中に亡くなっているケースが多くみられます。  

 (ｲ) 自動車運転における事故  

 高齢ドライバーによる死亡事故の違反を過去５年の累計（ 令和３年～

令和７年）で見ると、安全運転義務違反の前 方不注意や、安全不確認が

高い割合となっており、次いでブレーキ操作 不適やハンドル操作不適に

よる死亡事故が多くを占めています。  

 

(ｳ) 自転車運転における事故  

 近年の動向として自転車事故の発生件数は減少していますが、自転車

事故の死者数は発生件数に相関しておらず、増減を繰り返しています。

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全死者数(人) 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

高齢死者数(人) 69 43 38 36 31 27 27 25 32 22
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自転車事故の死者数が 増加した年については、高齢者の自転車乗用中の

割合が増えているのが特徴です。令和６年については、４人中２人が高

齢者で 50%を占めています。  

 

(2) こども事故の推移  

こども（中学生以下）の事故は近年、負傷者数は減少 傾向にあります

が、死者については、令和元年、令和３年、令和４年及び 令和７年にこ

どもの死者がゼロだった他は、毎年数名の尊い こどもの命が失われてい

ます。近年の幼児と小学生の自動車乗車中、自転車乗用中、歩 行中の状

態別の死者・重傷者数の推移を見ると、特に歩行中に事故に遭っている

傾向があります。  

また、学年別の死者・重傷者の歩行者事故の 累計（ R３～ R7）を見る  

と、小学校２年生、３年生が最も多く、次いで小学校１年生が歩行中に  

事故に遭っています。  

 

R28 R29 R30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

自転車事故死者（高齢者） 7 6 0 1 7 4 6 1 2 0

自転車事故死者（高齢者以外） 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0

自転車事故件数 955 928 834 772 628 626 532 615 585 524
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(3) 自転車事故の推移  

自転車事故の発生件数、 死傷者数は、年々減少傾向にあります。  

自転車事故の死傷者を年代別で見ると、 15 歳～ 18 歳の高校生の世代が  

占める割合が高く、過去５年（ R３～ R７）の死傷者の累積で 15 歳～ 18 歳

は、 33.9％を占めています。  

 

 

過去５年（ R３～ R７）における学年別の自転車事故の死傷者数を見る

と、小学生、中学生は全体的に死傷者数が少な く、高校生が多くなって

います。特に高校１年生が最も多く、学年が上がるにつれ死傷者数は減

少しています。  

また、違反通行をして交通事故に遭っているのが多いのも高校生の自転

車事故の特徴となっています。  
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(4) 歩行者事故の推移  

ア  発生件数、死者数、負傷者数の推移  

発生件数は、過去 10 年単位の長期的に見ると緩やかに減少していま

す。死者数については、 増減を繰り返しながらも減少傾向にあります

が、全体の死者数に対して歩行者の死者は平均して 30％台で推移して

います。  

イ  歩行者事故の特徴  

歩行者事故の死者数・重傷者数の昼夜別の累計（ R３～ R７）を見る

と、死者については夜間 における発生が多いのに対し、重傷者について

は昼間に多く発生しているのが特徴です。  

 

 

歩行者事故の死者・重傷者数の年代別の累計（ R３～ R７）を見ると、

20 代から 40 代は低いものの、 50 代から増加し、特に 70 代からの増加

が顕著である他、 10 代も歩行者事故の被害者になっているケースが多

いことが過去５年の特徴です。  
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歩行者事故の死者・重傷者数の形態別の累計（ R３～ R７）を見ると、

横断歩道横断中に被害に遭 うケースが最も多いのが現状です。横断歩道

における死者・重傷者数を抑えるためにも、 運転者への対策に加え、歩

行者への対策も非常に重要になります。また、横断歩道外で道路を横断

中に被害に遭うケースも多く、「道路横断中」の事故が非常に高い割合

を占めているのが大きな特徴です。  

 

 

４  道路交通事故の見通し  

道路交通を取り巻く状況は、経済社会情勢の動向に伴い今後複雑に変化す

ると見込まれ、将来の交通事故の発生状況については正確には見極め難いと

ころです。  

先進技術を搭載した自動車の普及のほか、 交通安全に関する啓発活動とい

ったソフト面での対策と併せて、自転車 道や歩道の整備などハード面での対

策も講じることで、全体として交通事故の発生や死亡事故はもとより、生活

に著しく支障を生じるおそれのある重傷 事故の発生の減少が期待されます。  

 

第２章  第 12 次長野県交通安全計画における目標  

 

令和 12 年までに年間の交通事故死者数を 42 人以下、  

重傷者数を 455 人以下とします。  

※  死 者 数 ・ 重 傷 者 数 4 9 7 人 以 下  
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究極的には、交通事故のない社会の実現と日本を代表する交通安全社会

を目指しますが、当面、 令和 12 年までに  

年間の交通事故死者数 42 人以下、重傷者数 455 人以下  

とすることを目標とします。  

 

交通事故のない社会を 実現することが究極の目標でが、一朝一夕にこの  

目標を達成することは困難であると考えるため、死者数及び命に関わる優

先度が高い重傷者数をゼロに近づけることが本計画の目標です。  

 

 

【参考】これまでの交通安全計画の目標値と実績値  

計 画  対 象 期 間  目 標 値  実 績 値  

第 １ 次  昭 和 4 6 年 度  

～ 5 0 年 度  

交 通 事 故 の増 加 傾 向 の抑 止 、  

歩 行 者 の死 亡 事 故 の半 減  

死 者 数 : 2 4 8 人 （ 昭 和 ５ ０ 年 ）  

第 ２ 次  昭 和 5 1 年 度  

～ 5 5 年 度  

昭 和 4 7 年 の死 者 数 （ 3 3 7 人 ）  

の半 減  

死 者 数 : 1 5 6 人 （ 昭 和 5 5 年 ）  

第 ３ 次  昭 和 5 6 年 度  

～ 6 0 年 度  

死 者 数 １ ５ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 1 3 人 （ 昭 和 6 0 年 ）  

第 ４ 次  昭 和 6 1 年 度  

～ 平 成 ２ 年 度

度 度 度  

死 者 数 １ ５ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 3 3 人 （ 平 成 ２ 年 ）  

第 ５ 次  平 成 ３ 年 度  

～ ７ 年 度  

死 者 数 ２ ０ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 1 1 人 （ 平 成 ７ 年 ）  

第 ６ 次  平 成 ８ 年 度  

～ １ ２ 年 度  

平 成 ９ 年 までに死 者 数 ２ ０ ０ 人 以 下  

平 成 １ ２ 年 までに死 者 数 １ ８ ０ 人 以

下  

死 者 数 : 1 9 6 人 （ 平 成 1 2 年 ）  

第 ７ 次  平 成 １ ３ 年 度  

～ １ ７ 年 度  

死 者 数 １ ８ ０ 人 以 下  死 者 数 : 1 5 2 人 （ 平 成 1 7 年 ）  

第 ８ 次  平 成 １ ８ 年 度  

～ ２ ２ 年 度  

死 者 数 １ １ ０ 人 以 下  

死 傷 者 数 1 5 , 0 0 0 人 以 下  

死 者 数 : 1 1 0 人  

死 傷 者 数 ： 1 3 , 6 9 8 人  

（ 平 成 2 2 年 ）  

第 ９ 次  平 成 ２ ３ 年 度  

～ ２ ７ 年 度  

死 者 数 ６ ０ 人 以 下  

死 傷 者 数 を１ 万 人 以 下  

死 者 数 : 6 9 人  

死 傷 者 数 ： 1 1 , 0 2 3 人  

（ 平 成 ２ ７ 年 ）  

第 １ ０ 次  平 成 ２ ８ 年 度  

～ 令 和 ２ 年 度  

死 者 数 5 5 人 以 下  

死 傷 者 数 9 , 0 0 0 人 以 下  

死 者 数 ： 4 6 人  

死 傷 者 数 ： 5 , 8 0 2 人 （ うち重 傷

者 数 ５ ２ ６ 人 ） （ 令 和 ２ 年 ）  

第 １ 1 次  令 和 ３ 年 度

～ ７ 年 度  

死 者 数 ４ 5 人 以 下  

重 傷 者 ５ ０ ０ 人 以 下  

死 者 数 ： ４ ４ 人  

重 傷 者 ： ５ ２ ２ 人 （ 令 和 ７ 年 ）  
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第２部  道路交通の安全についての対策  

第 1 章  今後の道路交通安全対策を考える視点  

○  令和７年中の交通事故死者数は 44 人と、現行の交通事故統計となった

昭和 23 年以降、令和５年の 42 人に次いで少なくなりました。  

また、発生件数は昭和 38 年以降で最少となり、負傷者数は昭和 39 年

以降で最少となりました。  

この状況を鑑みると、これまでの交通安全計画に 基づき実施されてき

た対策には一定の効果があったものと考えられます。  

○  一方で高齢者の死者数は、年々減少傾向であるものの、交通事故死者

数全体の５割以上を占めるなど、高い水準と なっています。  

○  状態別の死者数を見ると、歩行中、自転車乗 用中が多く、事故類型の

死者数を見ると、歩行者横断中、車両の道路逸脱、出会い頭衝突が多く

発生しています。  

○  今後は、従来の交通安全対策を基本としつつ 、経済社会情勢や交通情

勢、技術の進展・普及等 の変化に対応し、実際に発生した交通事故に関

する情報の収集や分析を充実し 、より効果的な対策に向けて改善を図り

有効性が見込まれる施策を推進します。  

○  対策の実施に当たっては、可能な限り根拠に基づいた対策を推進し、

実施後は効果評価・検証を行い 、必要に応じて改善をしていくことが必

要です。  

このような観点から、次の交通安全対策を実施します。  

①  道路交通環境の整備    ②  交通安全思想の普及徹底  

③  安全運転の確保      ④  車両の安全性の確保  

⑤  道路交通秩序の維持    ⑥  救助・救急活動の充実  

⑦  被害者等支援の充実と推進  

⑧  研究開発及び調査研究の充実  

○  さらに、今後の対策の実施に当たって は、次の点を重視して推進してい

きます。  

１  重視すべき視点  

(1) 高齢者を交通事故から守るとともに交通事故を起こさないための総合的

な対策  

○  長野県における高齢者の交通事故死者に占める割合は約 ５割と高く高  

齢者については、主として歩行や自転車等を交通手段として利用する場

合の対策とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える 対策を推

進し、さらに運転免許返納後の、高齢者の移動を伴う日常生活を支える

ための対策とも連携を深め推進して いきます。  

○  高齢者の交通事故防止は、高齢歩行者（自転車利用者 を含む。）と高  

齢運転者のそれぞれの特性を理解した対策を講じます。特に 、高齢運転
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者については、増加が予想されることから 、交通事故を起こさないため

の対策を強化していきます。  

また、運転免許を自主返納した高齢者の生活の足を確保するための交  

通環境整備等、運転免許自主返納制度に対する支援施策の充実を図って

いきます。  

○  高齢者が歩行や自転車等を交通手段とし て利用する場合については 歩

道や自転車通行空間の整備や生活道路の対策、高齢者の特性や地域の交

通情勢を踏まえた交通安全教育の充実のほか、今後は多様なモビリティ

の安全利用や、地域の状況に適した自動運転サービス等の活用も重要に

なると考えられます。  

また、年齢等にかかわらず全ての人が利用しやすい街づくりや生活環  

境を設計するとの考えに基づいた 、バリアフリー化された道路交通環境

の形成を図っていきます。  

○  高齢運転者の安全運転を支える対策 については、加齢に伴う身体機能

の衰え等を補う安全運転サポート車の活用や普及を積極的に進めるとと

もに、運転支援機能の過信・誤解による事故が発生していることを踏ま

え、運転支援機能技術とその限界について、交通安全教育等を通じて幅

広く情報提供を行って いきます。  

○  高齢運転者への対策として、普通自動車に対応する運転免許保有者の

うち一定の違反歴がある 75 歳以上の者に対する運転技能検査が導入さ  

れており、引き続き、運転免許証の更新時における運転技能検査、認知

機能検査及び高齢者講習を適切に実施していきます。  

 また、高速道路の逆走事案は約７割が 65 歳以上の高齢運転者による  

ものであり、逆走を防止するための道路環境の整備はもとより、逆走防  

止のための広報啓発や逆走等の認知機能が低下した場合に行われやすい  

一定の違反行為をした 75 歳以上の免許保有者に対する臨時認知機能検  

査を実施するなどの逆走対策を推進します。  

 

（ 2）  こどもの安全確保のための環境整備  

○   こどもの交通事故死者数は減少してきてはいますが、次代を担う こど

もの安全を確保する観点から、未就学児やこどもが日常的に集団で移動

する経路や通学路等に おいて、横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整

備等の安全・安心な歩行空間の整備を積極的に推進して、 こどもが移動

しやすい環境の整備を図っていき ます。  

○  また、こどもだけでなく保護者や地域住民を含めた、地域の交通情勢

に応じた交通安全教育の充実や、地域で こどもを見守っていく取組を充

実させていきます。  

○  このほか、自動車乗車中のこどもの安全を確保するため、チャイルド

シートの適切な使用の定着化を図っていきます。  
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(3)   歩行者の安全確保のための意識変容  

○  令和７年の交通事故死者数に占める歩行者の割合は ２割弱を占めて

います。長野県は、信号のない横断歩道における一時停止率が全国一

との結果があるものの、横断歩道における交通事故は歩行者事故の 約

４割を占めるなど、歩行者優先の徹底は未だなされていないことか

ら、特に、高齢者やこどもにとって身近な道路の安全性を高め、歩行

者の安全を確保することが必要不可欠です。  

○  人優先の考えの下、未就学児童を中心に こどもが日常的に集団で移

動する経路や通学路、生活道路及び幹線道路において、横断歩道の設

置や適切な管理、歩道の整備を始め、安全・安心な歩行空間の確保を

積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進します。  

○  また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、自動車、

自転車、特定小型原動機付自転車の運転者には横断歩道に関するルー

ルの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の歩行者保護

意識の徹底を図っていきます。  

○  歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところで

は、その信号に従うことに加え、信号機のない場所で横断するときは

手を上げるなど、横断する意思を明確に伝える必要があることを含

め、安全を確保してから横断を始め、横断中も周りに気を付けるこ

と、歩きスマホはしないこと等、歩行者が自らの安全を守るための行

動を促す交通安全教育等を推進します。  

 

（ 4）  自転車の安全確保のための法令遵守と通行環境の整備  

○  自転車については、自動車等に衝突された場合には被害 者になる  

反面、歩行者等に衝突した場合には加害者となる ほか、自転車乗車中

の死傷者の約８割には自転車利用者側に何かしらの法令違反が認めら

れる状況にあります。  

○  官民が連携し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図

り、自転車の基本的なルールの周知徹底を図るとともに、自転車の悪

質・危険な違反に対しては、厳正な取り締まりを推進します。  

○  また、全ての年齢層にヘルメットの着用を促すとともに、自転車の

点検・整備、損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進し ま

す。  

○  駆動補助機付自転車の 交通事故の防止を図るため、車両特性を踏ま

えた交通安全教育、広報啓発を推進します。  

○  自転車の安全利用を促進するため、安全で快適な自転車走行空間

の確保を推進します。  

○  自動車の運転者に対しても、自転車の側方を通過する際の安全確

保に関する規定を始め、車道を通行する自転車の安全を確保するた

めの交通ルールについて周知を図ります。  
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(5) 外国人の交通安全対策の推進  

  ○  在留外国人や外国人旅行者は近年増加しており、過去５年で見ると外

国人運転者による交通事故件数も増加傾向にあります。  

    外国人が自動車等を安全に運転できるよう、外国人運転者に対し、日

本の交通ルールやマナーについて理解を徹底させるための取組を強化す

る必要があります。  

○  母国との交通ルールの違い等を理解できるよう、啓発動画やリーフ

レット等を活用した効果的な交通安全教育や広報啓発を行うとともに、

外国人労働者を雇用する者等による交通安全教育や安全運転管理の強化

等を推進していきます。  

○  また、外国人にとって分かりやすい英語を併記した規制標識の整備

等を推進します。  

 

(6) 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの法令遵守の徹

底と安全対策の推進  

  ○  特定小型原動機付自転車については、関係事業者と連携し、基本的な

ルールの周知徹底や、交通安全教育等の交通安全対策を推進するととも

に、交通指導取締りを強化します。  

  ○  ペダル付き電動バイクについては、一般原動機付自転車又は自動車に

該当し、運転には運転免許を要して、ヘルメットの着用が義務付けられ

ていることに加え、ナンバープレートや方向指示器等が必要なことなど

について、関係機関・販売事業者等と連携して周知を図ります。  

    また、無免許運転等の悪質・危険な運転に対する交通取り締まりを

強化します。  

  ○  このほか、電動車椅子は歩行者であることについて周知に努めます。  

 

(7) 生活道路における歩行者等の安全確保  

○   生活道路（車道幅員 5.5 メートル未満の道路）における死者は全死

者の約１割を占め、全ての歩行者や自転車が安全で安心して通行でき  

る環境を確保することが重要です。  

  生活道路における歩行者等の安全確保のための取組を進め、 「生活  

道路は人が優先」という意識の浸透することを目指します。  

○  生活道路の安全対策については、ゾーン 30 の設定に加え、物理的デ  

バイスを適切に組み合わせたゾーン 30 プラスの整備を推進します。  

○  また、自動車の速度抑制を図る ための道路交通環境整備を進めるほ

か、可搬式速度自動取締装置等による適切な 交通指導取締りの実施や、

生活道路における安全な走行方法の普及、 幹線道路を通行すべき自動車

の生活道路への流入を防止するための対策を推進していきます。  

○  生活道路における違法駐車については、歩行者や車両の安全な通行

の妨げとなるため、違法駐車の取締り等を推進します。  
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○  生活道路における対策は、 対策着手段階から住民の意見を反映して  

いくことが重要であることから、地域住民を交えるなどして、対策を  

推進していきます。  

  

(8) 先端技術の活用推進  

○  衝突被害軽減ブレーキを始めとした先端技術の活用により、交通事

故が減少していることから、今後も、サポカー・サポカー Ｓの普及促  

進を図っていきます。  

  また、危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止す  

るための安全運転を支援するシステムの発展や普及、自動運転等のイ  

ンフラの支援など、先端技術の活用や技術発展を踏まえたシステムの  

導入を推進して、交通の安全を確保していきます。  

  ○  他方で運転支援機能や自動運転は、それぞれについて、機能に限界  

があることから、性能を過信・誤解せず、正しく理解し利用するよう  

広報啓発を推進します。  

 

(9) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進  

○  これまでの対策では 、抑止が困難であった事故については、発生地

域、場所、形態等を詳細な情報に基づき分析し、よりきめ 細やかな対  

策を効果的かつ効率的に実施していくことにより交通事故の減少を図  

っていきます。  

○  様々な交通情勢の変化があり得る中で 、その時々の状況を踏まえ取

組を行います。  

 

(10) 地域が一体となった交通安全対策の推進  

○  各地域においては、 少子高齢化の一層の進展等に伴う、 地域社会の

ニーズと交通情勢の変化を踏まえつつ、 それぞれの地域における行政、

関係団体、住民等の協働により、地域に根ざした交通安全の課題の解  

決に取り組んでいくことが重要です。  

○  交通事故の発生場所や発生形態など 、事故特性に応じた対策を実施

していくため、インターネット等を通じた交通事故情報の提供に努め  

るなど、地域住民に交通安全対策に関心を持ってもらい 、当該地域に  

おける安全安心な交通社会の形成 に、自らの問題として積極的に参加  

してもらうなど、県民主体の交通安全意識を醸成していきます。  

 

 

 

 

 


